
～おたふくかぜ任意予防接種にかかる費用を助成します！～ 

  

   

 

■助成対象年齢  

大槌町に住所を有し、接種日時点で満１歳以上～２歳未満のお子さま＊ 

＊おたふくかぜに罹患したことがある方は、免疫が獲得されているため助成対象外です。 

 

■助成内容  

・助成回数：１回  ・助成金額：接種にかかった費用の全額 

 

■接種時の持ち物  

・母子健康手帳  ・保険証  ・町の予診票（おたふくかぜ任意予防接種：白色） 

 

■接種協力医療機関                        （令和７年３月末時点） 

医療機関 住所 連絡先 

藤井小児科内科クリニック 大槌町 小鎚 27-3-4 シーサイドタウンマスト２階 0193-42-7788 

植田医院 大槌町 小鎚 23-23-1 0193-42-2130 

道又内科小児科医院 大槌町 大槌 15-95-255 0193-42-2500 

岩手県立釜石病院 釜石市 甲子町第 10 地割 483-6 0193-25-2011 

※上記、接種協力医療機関以外で接種した場合 

  自費で接種した場合は、償還払い対応により費用助成を行います。接種した翌月 10 日までに、

役場窓口で申請した際には申請内容を審査後、助成金額分を指定口座に振込みます。 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ・申請先】 大槌町健康福祉課 子育て健康推進係（電話）0193-42-8715 

大槌町おたふくかぜ任意予防接種費用助成事業 

大槌町からのお知らせ 

おたふくかぜとは？ 

主にリンパの腫れ（特に耳下腺）を起

こし、無菌性髄膜炎や難聴合併症の恐れ

があります。1 回接種でのワクチン予防

効果は約 90％程です。（日本小児科学会

では計２回の接種を勧めています。） 

 

（１）助成金請求書  （２）母子健康手帳 

（３）予診票兼助成券 （４）通帳又はカードの写し 

（５）予防接種に係る領収書 

大槌町の助成回数は、初回の１回のみです。 

２回目の接種を受ける場合は、接種費用全額を

自己負担での接種となります。(任意接種) 

※5～6 歳の頃に受けることが推奨されています。 

 

！注意！ 

▶償還払い申請に必要なもの 


